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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内容物の充填空間につながる口部を有し内容物が減るにしたがい減容可能な薄肉の容器
本体と、この容器本体の口部に設けられ、詰替えるべき容器の口部にあてがい該充填空間
内の内容物を排出する注出栓とを備えた詰替え容器であって、
　前記容器本体に、容器を把持した際の胴部の変形を防止する補強用の筒体を設け、
　前記筒体の少なくとも上側開口端と容器本体の胴部とを連結し、
　前記注出栓は、前記詰替えるべき容器の口部に連係するベースと、このベースに一体連
結し、その相互間にて上部へ向けて開放された環状溝を形成するとともに、その先端部を
通して充填空間内の内容物を前記詰替えるべき容器の内部間へと送給する挿入管体とを備
え、
　前記挿入管体の先端部に、ヒンジを介して揺動可能に連結保持され、前記詰替えるべき
容器に設けられた押し込み部材を押し込みによって該挿入管体の内側に向けて傾倒させる
ことにより内容物の注出経路を開放する閉塞弁体を設けたものであることを特徴とする詰
替え容器。
【請求項２】
　前記容器本体の胴部外表面に、筒体に連係させて該筒体の引き抜けを防止する少なくと
も一つの段差部を設けた、請求項１記載の詰替え容器。
【請求項３】
　前記容器本体の胴部外表面に少なくとも一つの段差部を設け、前記筒体の内周壁部に該
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段差部に適合して該筒体の引き抜けを防止する少なくとも一つの段差部を設けた、請求項
１記載の詰替え容器。
【請求項４】
　前記筒体は、容器本体の起立姿勢を維持する下側開口端を有する紙製の管状体からなる
、請求項１～３の何れかに記載の詰替え容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、詰替え容器に関するものであり、内容物の漏れ出しを起したり、手や衣服を
汚すことなしに効率的に内容物を詰替えようとするものである。
【背景技術】
【０００２】
　シャンプーやリンス、洗剤、消臭除菌剤あるいは化粧品等を入れる容器としては、内容
物の適量取り出しを可能とするためにポンプの如き吐出器が備えられたものが数多く上市
されており、内容物を使いきったのちは、別途に市販されている詰替え容器から新たな内
容物を移し替えて元の容器（詰替えるべき容器）を再利用するのが普通になってきており
、これによって資源の有効活用が図られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　ところで、詰替え容器はもともと、パウチタイプの容器や薄肉のブロー成形品等腰がな
い（剛性が低い）容器が適用されており内容物の詰替えが行い難く、例えば特許文献１の
ように２つの容器をねじを介して連結したのち内容物の移し替えを行うなど、これまでに
種々の提案がなされてきてはいるものの、従来の詰替え容器は、詰替え作業に手間がかか
ることからその改善が求められているのが現状であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１５９２４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、内容物の漏れ出し等の不具合を起すことなしに効率よく内容物を移し
替えることができる新規な詰替え容器を提案するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、内容物の充填空間につながる口部を有し内容物が減るにしたがい減容可能な
薄肉の容器本体と、この容器本体の口部に設けられ、詰替えるべき容器の口部にあてがい
該充填空間内の内容物を排出する注出栓とを備えた詰替え容器であって、
　前記容器本体に、容器を把持した際の胴部の変形を防止する補強用の筒体を設け、
　前記筒体の少なくとも上側開口端と容器本体の胴部とを連結し、
　前記注出栓は、前記詰替えるべき容器の口部に連係するベースと、このベースに一体連
結し、その相互間にて上部へ向けて開放された環状溝を形成するとともに、その先端部を
通して充填空間内の内容物を前記詰替えるべき容器の内部間へと送給する挿入管体とを備
え、
　前記挿入管体の先端部に、ヒンジを介して揺動可能に連結保持され、前記詰替えるべき
容器に設けられた押し込み部材を押し込みによって該挿入管体の内側に向けて傾倒させる
ことにより内容物の注出経路を開放する閉塞弁体を設けたものであることを特徴とする詰
替え容器である。
【０００７】
　上記の詰替え容器においては容器本体の胴部外表面に、筒体に連係させて該筒体の引き
抜けを防止する少なくとも一つの段差部を設けておくことができる。また、本発明では、
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容器本体の胴部外表面に少なくとも一つの段差部を設け、筒体の内周壁部に該段差部に適
合して該筒体の引き抜けを防止する少なくとも一つの段差部を設けることもできる。上記
の詰替え容器を構成する筒体としては、容器本体の起立姿勢を維持する際に接地させる下
側開口端を有する紙製の管状体を適用するのが望ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　詰替え容器として、充填された内容物の量が減るにしたがって減容する薄肉の容器本体
を適用した場合には、容器を把持した際に変形が避けられないので詰替え作業がし易いと
はいえないが、その周りにある程度の剛性を有する筒体を配置してその部位を把持するこ
とで、胴部の変形が防止され、詰替え作業がし易くなる。
【００１０】
　また、筒体の上端開口と容器本体の胴部とを連結しておくことにより、容器本体の胴部
を筒体の上端開口まで減容させることが可能となり、複数回に分けて内容物の詰替えを行
う場合の目安とすることができる。
【００１１】
　容器本体の胴部外表面に、筒体に連係させる少なくとも一つの段差部を設けるか、ある
いは容器本体の胴部外表面に少なくとも一つの段差部を設け、筒体の内周壁部に該段差部
に適合する少なくとも一つの段差部を設けることにより、該筒体が、容器本体の胴部から
簡単に抜け出すことがない。
【００１２】
　さらに、筒体の下側開口端を、容器本体の底部に位置させておくことにより、該下側開
口端を利用して該詰替え容器を起立（正位状態）させておくことが可能となり収納スペー
スの有効利用を図ることができる。
【００１３】
　注出栓を、前記詰替えるべき容器の口部に連係するベースと、このベースに一体連結し
、その相互間にて上部へ向けて開放された環状溝を形成するとともに、その先端部を通し
て充填空間内の内容物を前記詰替えるべき容器の内部間へと送給する挿入管体とで構成し
、挿入管体の先端部に、ヒンジを介して揺動可能に連結保持され、前記詰替えるべき容器
に設けられた押し込み部材を押し込みによって該挿入管体の内側に向けて傾倒させて内容
物の注出経路を開放する閉塞弁体を設けることで、詰替え容器を反転して挿入管体を、詰
替えるべき容器の口部から差し入れて押し込み部材を該挿入管体の先端部において押し込
むことによって初めて内容物の送給経路が開通することになるので、簡単な操作で内容物
の詰替えが行え、このとき内容物がこぼれ出たり、手や衣服に付着することもない。
【００１４】
　また、挿入管体を、詰替えるべき容器の少なくとも口部下端域に達するような挿入長さ
にしておくことで、詰替えにかかる内容物が挿入管体の先端部に到達した際に内容物の供
給が自動的に終了することになり、例えば、詰替え容器に複数回の詰替えを行うために大
量の内容物が充填されている場合に、詰替え毎に内容物の適量排出が可能となる。
【００１５】
　挿入管体の先端部に、ヒンジを介して揺動可能に連結した閉塞弁体、あるいはスリット
バルブのような閉塞弁体を設けておくことにより、詰替えを終えて挿入管体を引き抜く時
に該閉塞弁体が初期姿勢に戻すことが可能となり、内容物がたれ落ちを確実に防止できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明にしたがう詰替え容器の実施の形態を示した図である。
【図２】図１に示した詰替え容器の要部拡大図である。
【図３】弁本体の外観斜視図である。
【図４】元の容器の構成説明図である。
【図５】図１に示した詰替え容器の詰替え要領の説明図である。
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【図６】図１に示した詰替え容器の詰替え要領の説明図である。
【図７】図１に示した詰替え容器の詰替え要領の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明をより具体的に説明する。
　図１は、本発明にしたがう詰替え容器の実施の形態を模式的に示した図である。
【００１８】
　図における１は、詰替えるべき内容物が充填された容器本体である。容器本体１はその
内側に充填空間Ｍが形成されており、その上端には、該充填空間Ｍにつながる口部１ａが
設けられていて、内容物の充填量が減るにしたがい容器本体１の胴部１ｂそのものの縮減
を可能とする袋状あるいは薄肉タイプのブローボトル等が適用される。容器本体１の胴部
外表面には、該胴部１ｂの長手方向に沿い間隔をおいて二つの段差部ｄ１　、ｄ２が形成
されている。
【００１９】
　２は、容器本体１の胴部１ｂを取り囲み、容器を把持した際の胴部１ｂの変形を防止す
る補強用の筒体である。この筒体２は、ある程度の剛性をもたせた紙製の管状体からなっ
ており、その上側、下側のそれぞれには、容器本体１の胴部を通すための開口端（以下、
上側の開口端を上側開口端２ａで表示し、下側の開口端を下側開口端２ｂで表示する。）
が形成されている。この筒体２の内周壁部と容器本体１の胴部とは、上側開口端において
接着剤を介して相互に連結しておくことが可能であり、その全面を、接着剤で密着させて
おいてもよく、下側開口端２ｂを接地させることで、薄肉の容器であっても、安定して正
位状態で起立させておくことができる。
【００２０】
　３は筒体２の内径をその長手方向のほぼ中央で変更することによって形成された段差部
である。この段差部３は容器本体１に設けられた段差部ｄ２に適合するようになっていて
、これにより容器本体１の、上端開口２ａからの引き抜けを防止しており、筒体２の上端
が容器本体１に設けられた段差部ｄ１　に当接することによって容器本体１の、下端開口
２ｂからの引き抜けを防止している。筒体２の上端開口２ａ、下端開口２ｂが容器本体１
の胴部１ｂに設けられた段差部部ｄ１　、ｄ２の相互間に位置しており該段差部ｄ１　、
ｄ２に連係するようになっていれば、該段差部３は省略することができる。このような段
差部３、段差部ｄ１　、ｄ２を設けることで筒体２の、容器本体１の胴部１ｂに対する接
着は不要となり、容器を廃棄する際の分別が容易となる。
【００２１】
　また、４は、筒体２の下側部分３ａの内周壁部に設けられた突起である。この突起４は
、環状の凸部であってもよいし、間隔をおいて複数配列された凸部であってもよく、突起
４を容器本体１の胴部１ｂに押し込み（食い込ませる。）、該胴部１ｂに凹所を形成する
ことによって容器本体１の、筒体２からの引き抜けを防止している。
【００２２】
　５は、容器本体１の口部１ａに設けられ、詰替えるべき容器の口部にあてがって充填空
間Ｍ内の内容物を排出する注出栓、６は、保管時などにおいて注出栓２の外表面にゴミが
付着するのを防止して衛生上好ましい状態に維持するためのオーバーキャップである。
【００２３】
　注出栓５は、その要部を拡大して図２に示すように、詰替える容器の口部に連係する環
状のベース５ａと、充填空間Ｍ内の内容物を詰替えるべき容器（元の容器）の内部空間へ
と送給する送給経路ｅをもった挿入管体５ｂから構成されており、該ベース５ａと挿入管
体５ｂとの相互間には、上部へ向けて開放された環状溝５ｃが形成されている。
【００２４】
　ベース５ａは、外周壁５ａ１と、この外周壁５ａ1の内側に環状隙間ｔを残して一体連
結する内周壁５ａ２と、この内周壁５ａ２の下端で挿入管体５ｂに連結する底板５ａ３か
らなり、このうち、内周壁５ａ２には、その軸心に沿う向きで切り込まれた先端開放型の
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スリットＳがその周りに間隔をおいて複数設けられた連結筒ｇが配置（一体物として表示
してある。）されていて、元の容器と詰替え容器とを連結するときに連結筒ｇの先端部分
が弾性変形し、その際の復元力でもって相互連結を確実に行うようになっている。
【００２５】
　連結筒ｇの下端に位置する内周壁５ａ２の外周壁には、内容物の詰替え時に後述する押
し込み部材の連結筒との相互間で空気置換用の通路を形成する縦長の細溝ｈがスリットＳ
に沿って少なくとも１本形成され、該細溝ｈとスリットＳを通して外気を容器内に取り入
れて内容物の効率的な詰替えを行う。本発明では、注出栓５を用いた場合について図示し
たが、元の容器との連係が可能であり、なおかつ詰替え容器内の内容物を移し替えること
ができるものであれば栓タイプのものには限られず、ノズルヘッドを備えたキャップの如
きタイプのものを用いてもよい。
【００２６】
　また、７は、挿入管体５ｂの先端部に設けられた閉塞弁体である。この閉塞弁体７は、
挿入管体５ｂの先端部においてアンダーカットの如き手段にて嵌合する固定部材７ａと、
この固定部材７ａにヒンジ７ｂを介して揺動可能に連結保持され、挿入管体５ｂの先端部
内側面に形成された座面５ｂ１に当接して内容物の注出経路ｅを閉塞する弁本体７ｃから
構成されており、弁本体７ｃの片側若しくは両側には、図３にその要部の外観斜視図を示
すように、弁本体７ｃと固定部材７ａとを相互につなぐロック用の連結薄肉片７ｄが一体
的に設けられている（少なくとも一つあればよい。）。
【００２７】
　なお、弁本体７ｃと座面５ｂとはその相互間において軽く接着あるいは融着させておく
ことが可能（接着、融着されていなくてもよい。）で、これによりシール性を高めること
ができる。また、この接着あるいは融着は、後述する元の容器の突起で弁本体７ｃが押し
込まれた際に容易に弁本体７ｃが開口する程度の接着強度、融着強度をもたせておくのが
望ましい。
【００２８】
　連結薄肉片７ｄは、弁本体７ｃを座面５ｂ１に当接させた開封前姿勢（初期姿勢）を維
持するためのものであって、後述する押し込み部材の押し込みによる弁本体７ｃの傾動に
伴って引きちぎられるか、あるいは引き伸ばされるものである。ここに、弁本体７ｃと座
面５ｂ１とは予め離反可能に接着、融着されていて、これによりシール性を高め、商品の
流通段階での内容物が漏れを防止する。
【００２９】
　図４は、本発明にしたがう詰替え容器の内容物を移し替えるための容器（内容物を詰替
えるべき容器であって以下、元の容器と記す。）を示した図である。図における８は、元
の容器であり、９は、元の容器８の口部８ａに固定保持された押し込み部材である。
【００３０】
　押し込み部材９は、元の容器８の口部８ａを差し込む環状溝を形成する基部（外筒９ａ

１と内筒９ａ２からなる。）９ａと、この基部９ａの天壁において起立し、注出栓９の環
状隙間ｔ（図２参照）においてねじあるいはアンダーカットによって着脱自在に係合する
連結筒９ｂと、基部９ａの内筒９ａ２にアームＬを介してつながり元の容器８の口部中央
部でその下端域から立ち上がるガイド９ｃと、このガイド９ｃの立ち上がり基端に設けら
れ、挿入管体５ｂの先端部の閉塞弁体７に向けて押し込んで該閉塞弁体７を座面５ｂ１か
ら離反、内容物の注出経路ｅ内で傾倒させる突起９ｄから構成されている。
【００３１】
　ガイド９ｃとしては、挿入管体５ｂの外周壁に沿う誘導面ｆをもった半円筒状で、かつ
先端にいくにしたがい誘導面ｆの領域を狭めた先細り形状をなすものを例として示したが
、その基端からの立ち上がり長さは、詰替え容器の、元の容器８へのセット状態で注出栓
５の内周壁５ａ２の下端に設けられた底板５ａ３に当接する長さとなっており、これによ
り詰替え容器の、元の容器８に対するセット姿勢を安定化させている。
【００３２】
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　図５に示すように、ガイド９ｃの誘導面ｆに沿って挿入管体５ｂを元の容器８の口部８
ａ内に差し込んでいき、図６に示す如く、突起９ｄによって閉塞弁体７が押し込まれると
連結薄肉片７ｄが徐々に伸びていくか、あるいは破断され、それに伴い、弁体本体７ｃが
ヒンジ７ｂを介して傾動し、これにより送給経路ｅが開通して詰替え容器内の内容物が元
の容器８へと流出すると同時に内周壁５ａ２の外側壁に設けられた細溝ｈを通して空気が
容器内へ導入されて（空気置換）内容物の詰替えが開始される。
【００３３】
　そして、元の容器８に内容物が充填され該内容物が挿入管体５ｂの先端部にまで達する
と、内容物の流出が自動的に停止するとともに、図７に示す如く、容器本体１が筒体２の
上側開口端２ａ（図においては容器本体１が反転姿勢にあるので、上側開口端２ａが下側
に位置している。）まで減容することとなり、ここで元の容器８への詰替えが完了する。
【００３４】
　内容物の詰替えが完了し、挿入管体５ｂを引き抜くと弁本体７ｃは自重、残存内容物に
よる押し付け力により元の姿勢に戻ることになり、送給経路ｅの開通によって形成された
隙間は閉じられるため、内容物が容器本体１に残っていても簡単にたれ落ちることはない
。連結薄肉片７ｄが板ばねの如き弾性部材にて構成されている場合には、その復元力で弁
本体７ｃが元の姿勢に戻る。
【００３５】
　内容物の詰替えに際しては、細溝ｈによって形成される通路を通して空気が容器内へ導
入され（空気置換）るが、容器本体１が内容物の排出に伴って減容するものであれば該細
溝ｈは設けられていなくてもとくに問題なしに詰替えは行うことができる。また、図２に
おいて仮想線で示すように、注出栓５の底板５ａ３の設置位置を外周壁５ａ１の上下方向
の中央部（押し込み部材９の連結筒９ｂの先端に対応する位置。）とすることで詰替えを
終えて容器を正位に戻した時に内容物が環状溝５ｃ内に残存するのを極力防止することが
できる。
【００３６】
　容器本体１に残った内容物を詰替えるには、減容した容器本体１を引き伸ばしたのち（
容器本体１の口部１ａあるいは胴部１ｂの底部近傍域の何れかをもって引き伸ばせばよい
。）、ガイド９ｃの誘導面ｆに沿って挿入管体５ｂを元の容器８の口部８ａ内に再度、差
し込んでいき、突起９ｄによって閉塞弁体７を押し込み送給経路ｅを開通させて詰替え容
器内の内容物を元の容器８へと流出させればよい。
【００３７】
　図示の例では、筒体２の長さを容器本体１の胴体の下側半分を取り囲むような長さを有
するものとして、その中に充填された内容物を二回に分けて詰替える場合として示したが
、筒体２の長さは任意に変更することができるものであって、二回に分けた詰替えを行う
場合には限られない。
【００３８】
　また、閉塞弁体７の弁本体７ｃは、ヒンジ７ｂを介して揺動可能に連結保持したものを
例として示したが、該弁本体７は、複数本の弱化部を形成し該弱化部から該弁本体７を破
断して送給経路ｅを開通させるスリットタイプのものを適用してもよい。
【００３９】
　なお、本発明にしたがう詰替え容器は、内容物を排出する手段として注出栓を適用する
場合について説明したが、容器の開封前には座面５ｂ１に当接しており、元の容器８の突
起９ｄが押し込まれた時に該座面５ｂ１から離反する弁本体７ｃが存在するものであれば
その形状を適宜変更することが可能であり、例えばノズルタイプのものを適用してもかま
わない。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　内容物のたれ落ちや手、衣服への付着を回避することが可能で、かつ、簡単な操作のも
とで内容物の移し替えを行い得る詰替え容器が提供できる。
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【符号の説明】
【００４１】
１　　　容器本体
１ａ　　口部
１ｂ　　胴部
２　　　筒体
２ａ　　上側開口端
２ｂ　　下側開口端
３　　　段差部
４　　　凸部
５　　　注出栓
５ａ　　べース
５ｂ　　挿入管体
５ｃ　　環状溝
６　　　オーバーキャップ
７　　　閉塞弁体
７ａ　　固定部材
７ｂ　　ヒンジ
７ｃ　　弁本体
７ｄ　　連結薄肉片
８　　　詰替えるべき容器（元の容器）
９　　　押し込み部材
９ａ　　基部
９ｂ　　連結筒
９ｃ　　ガイド
９ｄ　　突起
Ｍ　　　充填空間
Ｋ　　　オーバーキャップ
ｔ　　　環状隙間
Ｓ　　　スリット
ｇ　　　連結筒
ｈ　　　細溝
ｅ　　　送給経路
ｆ　　　誘導面
ｄ１　　段差部
ｄ２　　段差部
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